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※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

農業委員会等に関する法律

6

担当課

1

産業振興

農政課

農地係

21

平成３０年度以降

農業

事業類型 法定受託系

効率的・安定的な農業経営の促進を図る

1

農地法に基づく許認可を公正に審査し、農地の保全に努めるとともに農業の健全な発展を

図る。

○平成２３年度事業内容

農地法に基づく許認可等を公正に審査し、農地の保全に努めるとともに農業の健全な発展

を図るため、窓口相談や、許認可申請等の適正な審査、総会を毎月開催・議決し、県に進

達するといった法令業務を行った。

委員は、農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な協力によって、総合的に解決し

ていくための農業者の代表機関として、法律に基づいて選出・選任されており、総会だけで

なく、申請書類への意見記載や現地確認、会議への出席といった業務を日常から行った。

平成２３年度は任期満了に伴う委員改選があり、定例総会は合計１３回開催した。また、任

期途中で退任した委員がいたが、全体の改選時期に近く、定数の問題もなかったことから、

補欠委員の選任をしなかったため、委員報酬の支出が例年より減った。

【直接経費の内訳】

8節　農業委員会長賞（5千円）

助成 5
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Ｈ21決算額

一般財源

国・県支出金

対前年比

その他財源

人件費

2,258

20,303

8節　農業委員会長賞（5千円）

9節　費用弁償等（380千円）

11節　消耗品費・印刷製本費等（470千円）

12節　通信運搬費（749千円）

13節　データ更新委託料等（2,070千円）

14節　電子計算機借上料等（1,358千円）

19節　愛知県農業会議負担金等（295千円）

○平成２４年度事業内容

平成２３年度と同様。庁舎移転に伴うGISシステム再セットアップ業務や、印刷封入ｾｯﾄを追

加した。
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H24
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農地法に基づく許認可等を公正に審査するため、農業委員会総会において議決し、

県に進達するといった法令業務を行った。委員、事務局ともに、地域の事情を踏まえ

た、農地法等に基づく法令業務の実施のため、書類審査や現地調査等を随時行っ

た。
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49事業番号

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年 大都市近郊である本市の立地条件から、都市的な土地需要が高い反面、地域の実

法令に定められた事務であり、休・廃止できない。

事業を縮小・
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性性性性

現状維持

判定理由

一次評価のとおり。

改善案等

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

現状維持

判　定　理　由

農業委員会の適正な事務実施については、国や県、農業会議の動向、近隣市町の

状況をみながら対応する。都市化の進む本市では、地域による農地の状況も差があ

り、農業委員が地域で求められる役割も異なるが、今後とも農地法に基づく適正な事

務実施に努める。

現在の基幹系農地システムの更新として、新総合システムの検討が今年度から始ま

るので、対応を進める。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

大都市近郊である本市の立地条件から、都市的な土地需要が高い反面、地域の実

情に沿ってとはいうものの、農業先進地帯と同様な、適正な事務実施が求められる。

また、現在使用中の基幹系農地システムは、法改正に対応していない等問題が多い

ため、改修が必要である。

農業委員会は、農業委員会法第3条1項に基づいて市町村に設置された行政委員会

であり、地方自治法180条の5第3項で、執行機関として法律の定めるところにより市

町村に置かなければならない委員会とされていることから、委員会を設置しており、そ

の業務については、適正に運営がされている。

方向性の判定


